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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第77期

第１四半期
連結累計期間

第78期
第１四半期
連結累計期間

第77期

会計期間
自　平成28年４月１日
至　平成28年６月30日

自　平成29年４月１日
至　平成29年６月30日

自　平成28年４月１日
至　平成29年３月31日

売上高 (百万円) 207,662 228,661 1,113,364

経常損益（△は損失） (百万円) △4,230 △3,741 57,841

親会社株主に帰属する四半期
（当期）純損益（△は損失）

(百万円) △3,813 2,726 34,532

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) △9,121 3,013 49,997

純資産額 (百万円) 238,166 299,769 295,344

総資産額 (百万円) 675,898 795,840 793,617

１株当たり四半期（当期）純損益
金額（△は損失）

(円) △21.52 15.39 194.95

潜在株式調整後１株当たり四半期
（当期）純利益金額

(円) ― 14.50 183.76

自己資本比率 (％) 33.1 34.3 34.6
 

(注) １　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

３　第77期第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在

するものの１株当たり四半期純損失金額であるため記載しておりません。

４　百万円単位で表示している金額は、単位未満を四捨五入して表示しております。

５　第77期第１四半期連結累計期間の主要な経営指標等は、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定による取得

原価の当初配分額の重要な見直しが反映された後の金額によっております。

　

２ 【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載

した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

 

２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ(当社及び当社の関係会社)が

判断したものであります。

　

(１) 業績の状況

当第１四半期（平成29年４月～６月）のわが国経済は、企業収益や雇用情勢の改善を背景に緩やかな回復が続き

ました。海外経済は、中国を始めアジア新興国等の経済や金融市場の先行きは不透明な状況であるものの、米国で

は着実な景気回復が続き、欧州地域においても景気の回復基調が見られました。

国内の住宅市場では、住宅取得の促進に向けた各種政策の継続や、住宅ローン金利が引き続き低水準で推移した

こと等により、新設住宅着工戸数は堅調に推移しました。

当第１四半期の当社グループの経営成績は、売上高が2,286億61百万円(前年同期比10.1％増)となり、営業損失は

52億37百万円（前年同期　営業損失52億57百万円）、経常損失は37億41百万円（同　経常損失42億30百万円）、親

会社株主に帰属する四半期純利益は27億26百万円（同　親会社株主に帰属する四半期純損失38億13百万円）となり

ました。四半期純利益が前年同期に比べ増加した要因は、本年５月に持分法適用関連会社であったBloomfield

Homes, L.P. 他１社の持分を追加取得し同社を連結子会社としたことに伴い、段階取得に係る差益64億64百万円を

特別利益に計上した影響によるものです。

なお、当社グループの業績に大きく影響を与える戸建注文住宅事業は、建物の完成引渡棟数が季節的に大きく変

動することから、通常、第１四半期の売上高は、他の四半期の売上高と比べて低い水準となります。そのため、当

第１四半期連結決算において、経常損失を計上しております。

セグメントの業績は、次のとおりです。各セグメントの売上高は、セグメント間の内部売上高又は振替高を含ん

でおります。

　

①木材建材事業

国内の木材・建材流通事業では、新設住宅着工戸数が堅調に推移するなか取扱高の増加や国産材の販売増加に

より売上高が増加したほか、海外流通事業では、原木の取扱いが増加しました。

木材建材事業の売上高は1,056億41百万円（前年同期比2.1％増）、経常利益は10億13百万円（同3.1％増）とな

りました。

　

②住宅事業

戸建注文住宅事業では、前期の受注低迷の影響を受け当期の完成引渡棟数が減少しました。リフォーム事業で

は当社注文住宅のOB顧客を中心とした販売が好調で売上高、経常利益ともに前年同期を上回りました。

住宅事業の売上高は634億４百万円（前年同期比0.4％減）、経常損失は80億10百万円（前年同期　経常損失70

億５百万円）となりました。

　

③海外事業

住宅事業を展開している米国及び豪州の住宅市況が堅調に推移し、既存各社の業績が伸張したことに加えて、

前期に持分を取得したWisdomグループならびにEdge Homesグループの業績寄与などもあり、業績は好調な結果と

なりました。

海外事業の売上高は640億63百万円（前年同期比33.9％増）、経常利益は37億４百万円（同51.1％増）となりま

した。
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④その他事業

海外植林事業においてニュージーランドの山林資産が加わったこと、およびバイオマス発電所の新規稼動によ

り業績が向上しました。

その他事業の売上高は81億33百万円（前年同期比106.2％増）、経常利益は６億37百万円（同626.9％増）とな

りました。

　

(２) 研究開発活動

当第１四半期連結累計期間における当社グループ全体の研究開発活動の金額は、４億68百万円であります。

なお、当第１四半期連結累計期間において研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(１) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 400,000,000

計 400,000,000
 

 

② 【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末

現在発行数(株)
(平成29年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成29年８月10日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品

取引業協会名
内容

普通株式 177,410,239 177,410,239
東京証券取引所
(市場第一部)

単元株式数は100株で
あります。

計 177,410,239 177,410,239 ― ―
 

 

(２) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(３) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(４) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(５) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

平成29年４月１日～
平成29年６月30日

― 177,410 ― 27,672 ― 26,613
 

 

(６) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(７) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日(平成29年３月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。

 
① 【発行済株式】

   平成29年６月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) 普通株式 281,900 ― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 177,026,000 1,770,260 ―

単元未満株式 普通株式 102,339 ― ―

発行済株式総数 177,410,239 ― ―

総株主の議決権 ― 1,770,260 ―
 

(注)　「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株(議決権10個)含まれて

おります。

 

② 【自己株式等】

  平成29年６月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数の
割合(％)

住友林業株式会社
東京都千代田区大手町
一丁目３番２号

281,900 ― 281,900 0.16

計 ― 281,900 ― 281,900 0.16
 

 

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令

第64号)に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間(平成29年４月１日から平成

29年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成29年４月１日から平成29年６月30日まで)に係る四半期連結財

務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

           (単位：百万円)

          
前連結会計年度

(平成29年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成29年６月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 111,506 63,042

  受取手形及び売掛金 119,274 119,237

  完成工事未収入金 4,180 3,594

  有価証券 6,500 6,500

  商品及び製品 14,708 15,012

  仕掛品 1,389 1,528

  原材料及び貯蔵品 7,917 7,237

  未成工事支出金 23,934 44,060

  販売用不動産 48,249 49,927

  仕掛販売用不動産 79,756 109,642

  繰延税金資産 7,001 8,962

  短期貸付金 30,287 23,771

  未収入金 45,902 32,699

  その他 13,551 15,671

  貸倒引当金 △438 △388

  流動資産合計 513,715 500,494

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物 63,411 77,099

    減価償却累計額 △29,272 △36,264

    建物及び構築物（純額） 34,139 40,835

   機械装置及び運搬具 76,290 74,572

    減価償却累計額 △46,495 △45,992

    機械装置及び運搬具（純額） 29,796 28,580

   土地 30,597 34,121

   林木 37,189 36,087

   リース資産 10,724 11,186

    減価償却累計額 △6,034 △6,117

    リース資産（純額） 4,691 5,069

   建設仮勘定 6,013 5,569

   その他 11,874 12,858

    減価償却累計額 △8,500 △9,110

    その他（純額） 3,374 3,748

   有形固定資産合計 145,798 154,008

  無形固定資産   

   のれん 12,189 24,308

   その他 11,229 10,797

   無形固定資産合計 23,418 35,105

  投資その他の資産   

   投資有価証券 91,806 88,258

   長期貸付金 3,683 2,934

   退職給付に係る資産 142 137

   繰延税金資産 3,276 3,894

   その他 14,141 13,354

   貸倒引当金 △2,362 △2,345

   投資その他の資産合計 110,686 106,233

  固定資産合計 279,902 295,346

 資産合計 793,617 795,840
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           (単位：百万円)

          
前連結会計年度

(平成29年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成29年６月30日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 111,281 108,193

  工事未払金 71,211 41,430

  短期借入金 37,108 40,920

  リース債務 1,628 1,449

  未払法人税等 5,511 2,442

  未成工事受入金 48,249 64,206

  賞与引当金 11,139 6,508

  役員賞与引当金 146 ―

  完成工事補償引当金 3,849 3,705

  資産除去債務 551 578

  その他 33,260 36,479

  流動負債合計 323,932 305,909

 固定負債   

  社債 20,000 20,000

  新株予約権付社債 20,000 20,000

  長期借入金 81,818 89,271

  リース債務 3,264 3,822

  繰延税金負債 11,537 12,623

  役員退職慰労引当金 80 106

  退職給付に係る負債 18,732 18,934

  資産除去債務 937 934

  その他 17,974 24,472

  固定負債合計 174,341 190,162

 負債合計 498,273 496,071

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 27,672 27,672

  資本剰余金 18,637 18,637

  利益剰余金 196,511 195,695

  自己株式 △280 △281

  株主資本合計 242,541 241,724

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 25,896 29,105

  繰延ヘッジ損益 △80 239

  為替換算調整勘定 6,874 2,383

  退職給付に係る調整累計額 △320 △80

  その他の包括利益累計額合計 32,370 31,647

 新株予約権 82 93

 非支配株主持分 20,352 26,305

 純資産合計 295,344 299,769

負債純資産合計 793,617 795,840
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第１四半期連結累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成29年４月１日
　至　平成29年６月30日)

売上高 207,662 228,661

売上原価 175,731 193,494

売上総利益 31,931 35,167

販売費及び一般管理費 37,188 40,405

営業損失（△） △5,257 △5,237

営業外収益   

 受取利息 106 146

 仕入割引 91 90

 受取配当金 593 699

 持分法による投資利益 814 1,088

 その他 600 381

 営業外収益合計 2,204 2,404

営業外費用   

 支払利息 571 510

 売上割引 167 168

 為替差損 118 117

 その他 322 112

 営業外費用合計 1,177 907

経常損失（△） △4,230 △3,741

特別利益   

 固定資産売却益 152 17

 投資有価証券売却益 ― 87

 段階取得に係る差益 ― 6,464

 特別利益合計 152 6,568

特別損失   

 固定資産売却損 7 10

 固定資産除却損 52 31

 特別損失合計 59 42

税金等調整前四半期純利益又は
税金等調整前四半期純損失（△）

△4,137 2,785

法人税、住民税及び事業税 919 1,823

法人税等調整額 △2,379 △2,914

法人税等合計 △1,460 △1,091

四半期純利益又は四半期純損失（△） △2,677 3,876

非支配株主に帰属する四半期純利益 1,136 1,150

親会社株主に帰属する四半期純利益又は
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）

△3,813 2,726
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第１四半期連結累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成29年４月１日
　至　平成29年６月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △2,677 3,876

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △2,332 3,208

 繰延ヘッジ損益 △350 319

 為替換算調整勘定 △3,004 △3,668

 持分法適用会社に対する持分相当額 △759 △722

 その他の包括利益合計 △6,444 △863

四半期包括利益 △9,121 3,013

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 △9,701 2,003

 非支配株主に係る四半期包括利益 580 1,010
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【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

（１）連結の範囲の重要な変更　

当第１四半期連結会計期間より、新たに持分を取得した神鋼ケアライフ㈱及びSFA MF Holdings, LLCを連結の

範囲に含めております。また、前連結会計年度に持分法適用の関連会社であったBloomfield Homes, L.P. 他１

社を持分の追加取得により連結の範囲に含めております。

（２）持分法適用の範囲の重要な変更

当第１四半期連結会計期間より、新たに持分を取得したCC-SFA MF Atherton, LLCを持分法適用の範囲に含めて

おります。一方、前連結会計年度に持分法適用の関連会社であったBloomfield Homes, L.P. 他１社は持分の追

加取得により持分法適用の範囲から除外しております。

 

（四半期連結貸借対照表関係）

保証債務

金融機関からの借入金等に対する保証

 
前連結会計年度

(平成29年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成29年６月30日)

住宅・宅地ローン適用購入者 33,820百万円 9,836百万円

川崎バイオマス発電㈱ 656 662 

MOS Lumber Products Co., Ltd. 16 38 

計 34,493 10,537 
 

 

（四半期連結損益計算書関係）

前第１四半期連結累計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間

（自　平成29年４月１日　至　平成29年６月30日）

当社グループの業績に大きく影響を与える戸建注文住宅事業は、建物の完成引渡が季節的に大きく変動すること

から、通常、第１四半期連結累計期間の売上高は、他の四半期連結会計期間の売上高と比べて低水準となってお

ります。

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半

期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次

のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
至 平成29年６月30日)

減価償却費 3,194百万円 3,308百万円

のれんの償却額 630 1,021
 

 

（注）　前第１四半期連結累計期間は、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定による取得原価の当初配分額の重要

な見直しが反映された後の金額によっております。
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(株主資本等関係)

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間(自　平成28年４月１日　至　平成28年６月30日)

１．配当金支払額

(決議) 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額
(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成28年６月24日
定時株主総会

普通株式 2,126 12.00 平成28年３月31日 平成28年６月27日 利益剰余金
 

 

２．株主資本の著しい変動

当社は、平成28年４月29日付で、連結子会社であるSumitomo Forestry America, Inc.を通じて、同じく連結子会

社であるGehan Homesグループの持分を追加取得いたしました。この結果、当第１四半期連結累計期間において、

資本剰余金が7,783百万円減少し、当第１四半期連結会計期間末において資本剰余金が19,089百万円となっており

ます。

 
Ⅱ　当第１四半期連結累計期間(自　平成29年４月１日　至　平成29年６月30日)

　　配当金支払額

(決議) 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額
(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成29年６月23日
定時株主総会

普通株式 3,543 20.00 平成29年３月31日 平成29年６月26日 利益剰余金
 

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間(自　平成28年４月１日　至　平成28年６月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

     (単位：百万円)

 

報告セグメント
その他

(注)１
合計

調整額

(注)２

四半期連結

損益計算書

計上額

(注)３

木材建材

事業
住宅事業 海外事業 計

売上高         

(１) 外部顧客への売上高 98,211 63,642 43,866 205,720 1,670 207,390 272 207,662

(２) セグメント間の内部

    売上高又は振替高
5,267 43 3,972 9,282 2,274 11,556 △11,556 ―

計 103,478 63,685 47,838 215,001 3,945 218,946 △11,284 207,662

セグメント利益又は

損失(△)
982 △7,005 2,451 △3,572 88 △3,484 △746 △4,230

 

　

(注) １　「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、バイオマス発電事業、有料老人

ホームの運営事業、リース事業、保険代理店業及び農園芸用資材の製造販売事業等を含んでおります。

２　セグメント利益又は損失の調整額△746百万円には、セグメント間取引消去△84百万円、各報告セグメント

に配分していない全社損益△661百万円が含まれております。全社損益は、主に報告セグメントに帰属しな

い販売費及び一般管理費、営業外収益及び営業外費用であります。

３　セグメント利益又は損失の合計額は、四半期連結損益計算書の経常損失と調整を行っております。

４　セグメント利益又は損失は、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定による取得原価の当初配分額の重要な

見直しが反映された後の金額によっております。

 
２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。　
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３．報告セグメントの変更等に関する事項

（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用）

当第１四半期連結会計期間に「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務

対応報告第32号　平成28年６月17日）を適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係

る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

これによる損益に与える影響は軽微であります。

 
Ⅱ　当第１四半期連結累計期間(自　平成29年４月１日　至　平成29年６月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

     (単位：百万円)

 

報告セグメント
その他

(注)１
合計

調整額

(注)２

四半期連結

損益計算書

計上額

(注)３

木材建材

事業
住宅事業 海外事業 計

売上高         

(１) 外部顧客への売上高 100,573 63,348 59,268 223,188 5,187 228,376 286 228,661

(２) セグメント間の内部

    売上高又は振替高
5,069 57 4,795 9,921 2,945 12,866 △12,866 ―

計 105,641 63,404 64,063 233,109 8,133 241,242 △12,580 228,661

セグメント利益又は

損失(△)
1,013 △8,010 3,704 △3,294 637 △2,657 △1,084 △3,741

 

　

(注) １　「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、バイオマス発電事業、海外にお

ける植林事業、有料老人ホームの運営事業、リース事業、保険代理店業及び農園芸用資材の製造販売事業等

を含んでおります。

２　セグメント利益又は損失の調整額△1,084百万円には、セグメント間取引消去△306百万円、各報告セグメン

トに配分していない全社損益△778百万円が含まれております。全社損益は、主に報告セグメントに帰属し

ない販売費及び一般管理費、営業外収益及び営業外費用であります。

３　セグメント利益又は損失の合計額は、四半期連結損益計算書の経常損失と調整を行っております。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（のれんの金額の重要な変動）

「海外事業」セグメントにおいて、持分法適用関連会社であったBloomfield Homes, L.P. 他１社の持分を追加取

得し、連結子会社としております。なお、当該事象によるのれんの暫定的な増加額は、9,881百万円であります。
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(企業結合等関係)

取得による企業結合

（Bloomfield Homes, L.P. 他１社の持分追加取得）

１．企業結合の概要

（１）被取得企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称　Bloomfield Homes, L.P. 他１社

事業の内容　　　　分譲住宅の建築及び販売

（２）企業結合を行った主な理由

Bloomfield Homes, L.P. 他１社は、平成25年６月の持分取得以来、共同出資者との良好なパートナーシッ

プを構築しながら事業規模を順調に拡大してきました。このたび、当社の事業関与を深め、長期的な収益

拡大を実現するため、同社を子会社としました。

（３）企業結合日

平成29年５月２日（米国時間）

（４）企業結合の法的形式

現金を対価とする持分の取得

（５）結合後企業の名称

名称の変更はありません。

（６）取得した議決権比率

企業結合直前に所有していた議決権比率　50％

企業結合日に追加取得した議決権比率　　15％

取得後の議決権比率　　　　　　　　　　65％

（７）取得企業を決定するに至った主な根拠

当社の連結子会社であるSumitomo Forestry America, Inc.が現金を対価として持分を取得したことによる

ものです。

 

２．四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書に含まれる被取得企業の業績の期間

平成29年４月１日をみなし取得日としているため、平成29年１月１日から平成29年３月31日までの業績は、

持分法による投資損益として計上しております。

 

３．被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

企業結合直前に保有していたBloomfield Homes, L.P. 他１社の持分の企業結合日に

おける時価

13,650百万円

追加取得に伴い支出した現金 4,095

取得原価 17,745百万円
 

　

４．被取得企業の取得原価と取得するに至った取引ごとの取得原価の合計額との差額

段階取得に係る差益　6,464百万円

 
５．発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

（１）発生したのれんの金額

9,881百万円

なお、上記の金額は、企業結合日以後、決算日までの期間が短く、企業結合日時点の識別可能資産及び負

債の特定及び時価の見積りが未了であるため、取得原価の配分が完了しておらず、暫定的に算定された金

額であります。

（２）発生原因

取得原価が企業結合時の時価純資産を上回ったことによるものです。

（３）償却方法及び償却期間

効果の発現する期間にわたって均等償却いたします。なお、償却期間については取得原価の配分の結果を

踏まえて決定する予定であります。
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（比較情報における取得原価の当初配分額の重要な見直し）

平成28年１月１日（米国時間）に行われたDRB Enterprises, LLC 他７社との企業結合について前第１四半期連

結会計期間において暫定的な会計処理を行っておりましたが、前第３四半期連結会計期間に確定しておりま

す。

この暫定的な会計処理の確定に伴い、取得原価の当初配分額に重要な見直しが反映されました。

この結果、前第１四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書は、減価償却費が247百万円増加、のれん償却額

が46百万円減少し、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失がそれぞれ200百万円増加しておりま

す。

 

（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四

半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　平成28年４月１日
 至　平成28年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成29年４月１日
 至　平成29年６月30日）

（１）１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり
四半期純損失金額（△）

△21円52銭 15円39銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額又は
親会社株主に帰属する四半期純損失金額（△）
（百万円）

△3,813 2,726

普通株主に帰属しない金額（百万円） ― ―

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期
純利益金額又は普通株式に係る親会社株主に
帰属する四半期純損失金額（△）（百万円）

△3,813 2,726

普通株式の期中平均株式数（株） 177,129,622 177,127,996

（２）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 ― 14円50銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益調整額
（百万円）

― ―

普通株式増加数（株） ― 10,865,895

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当
たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株
式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも
のの概要

― ―

 

（注）１　前第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在す

るものの１株当たり四半期純損失金額であるため記載しておりません。

２　前第１四半期連結累計期間は、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定による取得原価の当初配分額の重

要な見直しが反映された後の金額によっております。
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（重要な後発事象）

（株式報酬型ストックオプションの発行）

平成29年７月28日開催の取締役会において、当社の中長期的な企業価値向上に対する意欲や士気を高めること等を

目的として、当社の取締役（社外取締役を除く。以下、同じ）及び執行役員に対し、株式報酬型ストックオプショ

ンとして発行する新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすること等につき次の

とおり決議いたしました。

 

１．新株予約権の名称　　　住友林業株式会社平成29年度新株予約権（株式報酬型）

 

２．新株予約権の総数　　　385個

上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等割り当てる新株予約権の総数が減少した

ときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。

 

３．新株予約権の目的である株式の種類及び数

新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数（以下、「付与株式

数」という）は100株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という）以降、当社が当社普

通株式の株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ）又は株式併合を行

う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。

 

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率

 

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を定めないときはその効力発生

日）以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は

準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会

の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌

日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。

また、割当日以降、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整

を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。

付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原

簿に記載された各新株予約権を保有する者（以下、「新株予約権者」という）に通知又は公告する。ただし、当該

適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。

 

４．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けること

ができる株式１株当たりの行使価額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

 

５．新株予約権を行使することができる期間

平成29年８月19日から平成49年８月18日まで

 

６．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

（１）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従

い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上

げる。

（２）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、（１）記載の資本金等増加

限度額から（１）に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

 

７．譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
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８．新株予約権の取得条項

以下の（１）、（２）、（３）、（４）又は（５）の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が

不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合）は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約

権を取得することができる。

（１）当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

（２）当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案

（３）当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案

（４）当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについて

の定めを設ける定款の変更承認の議案

（５）新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要す

ること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定

めを設ける定款の変更承認の議案

 

９．組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当社が分割会社と

なる場合に限る）又は株式交換若しくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る）（以上を総称し

て以下、「組織再編行為」という）をする場合には、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合併がその

効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる

日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移

転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ）の直前において残存する新株予約権（以下、「残

存新株予約権」という）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イか

らホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」という）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただ

し、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契

約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。

（１）交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

（２）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

（３）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記３．に準じて決定する。

（４）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に（３）

に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編

後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式

１株当たり１円とする。

（５）新株予約権を行使することができる期間

上記５．に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれ

か遅い日から、上記５．に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

（６）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記６．に準じて決定する。

（７）譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

（８）新株予約権の取得条項

上記８．に準じて決定する。

（９）その他の新株予約権の行使の条件

下記11.に準じて決定する。
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10．新株予約権を行使した際に生じる１株に満たない端数の取決め

新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨て

る。

 
11．その他の新株予約権の行使の条件

（１）新株予約権者は、上記５．の期間内において、平成32年８月19日又は任期満了による退任等により当社の取締

役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日のいずれか早い日から新株予約権を行使することができ

る。

（２）新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から５年を経過する日の翌

日以降、新株予約権を行使することができない。

（３）（１）にかかわらず、新株予約権者は、上記５．の期間内において、当社が消滅会社となる合併契約承認の議

案又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場

合（株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合）には、当該承認日の翌日から30日間に限り

新株予約権を行使することができる。ただし、上記９．に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が

交付される旨が合併契約又は株式交換契約若しくは株式移転計画において定められている場合を除く。

（４）新株予約権の相続は、新株予約権者の法定相続人のうち１名に相続される場合に限り（以下、当該相続人を

「承継者」という）これを認め、承継者は、次に掲げる日のいずれか早い日までに新株予約権を行使すること

ができる。

①承継者が新株予約権の承継者となることが確定した日の翌日から３年を経過する日

②新株予約権者が死亡した日の翌日から５年を経過する日

③上記５．に記載の新株予約権を行使することができる期間の満了日

④新株予約権者が当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から５年を経過する日

（５）新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。

 

12．新株予約権の払込金額の算定方法

各新株予約権の払込金額は、ブラック・ショールズ・モデルにより算定した１株当たりのオプション価格（１円未

満の端数は四捨五入）に付与株式数を乗じた金額とする。なお、新株予約権の割当てを受けた者は、当該新株予約

権の払込金額の払込債務と、当社に対する報酬債権とを相殺するものとする。

 

13．新株予約権を割り当てる日　　　平成29年８月18日

 

14．新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日　　　平成29年８月18日

 

15．その他新株予約権に関し、必要な一切の事項は代表取締役に一任する。

 

16．新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数

割当ての対象者 人数 割り当てる新株予約権の数

当社の取締役 8名 273個

当社の執行役員 12名 112個
 

 

２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

住友林業株式会社(E00011)

四半期報告書

20/21



独立監査人の四半期レビュー報告書

 

平成29年８月10日

住友林業株式会社

取締役会　御中

　

新日本有限責任監査法人
 

　

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　　内　　田　　英　　仁　　㊞

 

　

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　　中　　原　　義　　勝　　㊞

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　　清　　本　　雅　　哉　　㊞

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている住友林業株式会

社の平成29年４月１日から平成30年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間(平成29年４月１日から平成

29年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成29年４月１日から平成29年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸

表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レ

ビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、住友林業株式会社及び連結子会社の平成29年６月30日現在の財政

状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべて

の重要な点において認められなかった。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
　

 

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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